
 

 

就労関係施策の整理表（事業ベース） 

                              2020 年 2 月 25日  

 

 障害者就労関係施策 障害者以外の就労困難者（を含む）施策 

労働施策 

 

 

 

 

 

 

〇障害者雇用促進法 

・雇用義務・納付金制度（助成金） 

・地域障害者職業センター 

・（障害者就業・生活支援センター） 

・ジョブコーチ支援 

〇雇用保険法 

・特定求職者雇用開発助成金等 

〇職業能力開発促進法 

・障害者職業能力開発校 

・障害の態様に応じた多様な委託訓練 

〇地域若者サポートステーション事業 

〇求職者支援制度 

〇（氷河期） 

・ハローワークでの伴走型支援 

・氷河期限定求人（企業の直接求人も？） 

・短期資格等習得コースの創設 

・教育免許保持者へのリカレント教育 

・トライアル雇用助成金、特定求職者雇用  

開発助成金等の拡充 

〇刑務所出所者等就労支援事業 

〇難病患者就職サポーター 

〇両立支援コーディネーター 

〇職業能力開発促進法 

・キャリアコンサルティング、ジョブカード等 

〇職業安定法 

・若者関連の支援窓口（若者ハローワーク等） 

〇雇用保険法での各助成金 

厚生施策 

 

 

 

 

 

〇障害者総合支援法 

・A 型事業、B型事業、就労移行支援事業、 

就労定着支援事業 

〇難病法 

・難病相談支援センター 

〇発達障害者支援法 

・発達障害者情報・支援センター 

 

〇生活困窮者自立支援法 

・認定就労訓練事業 ・就労準備支援事業 

〇生活保護法関係 

・生活保護受給者等就労自立促進事業 

〇ひきこもりサポート事業 

〇母子家庭等就業・自立支援事業 

〇（氷河期）アウトリーチ等の充実による自立

相談支援の機能強化 

他省庁施策 

 

〇障害者雇用の計画的な推進（各省庁） 

・「障害者活躍推進計画」の作成・公表の

義務化等 

〇（法務省）更生保護における就労支援 

〇（農水省）農福連携 

〇官公庁での氷河期世代限定の中途採用 

 

 

 

 

 

 

 

 


